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［別紙］ 

「令和７年度 医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金支給業務」

仕様書 

 

１ 目的 

  医療・介護・保育施設、公衆浴場等において、エネルギー・食材価格高騰の影響により費

用負担が増大している一方、収入は公定価格で決められているなど、高騰分を直ちに価格転

嫁することが困難な状況を踏まえ、これらの施設を運営する事業者等に対し、緊急的に応援

金を支給する。 

  この応援金事業のより迅速かつ的確な事務を推進するため、申請受付・問合せ対応、審査

等の事務処理を行う事務局の運営を県から委託することにより、当該業務を効率的に実施す

る。 

 

２ 委託業務名 

  令和７年度 医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金支給業務 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和７年１２月２６日まで 

 

４ 令和７年度 医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金の概要 

⑴ 名 称 令和７年度 医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金 

⑵ 支給対象

及び支給額 

 別表１及び別表２に記載された対象施設等を運営する事業者等に対

し、別表１及び別表２に記載された１対象施設等あたりの支給額によ

り算定した額を支給する。 

⑶ 支給方法  事業者からの申請を書面もしくは専用オンラインサイトにより受け

付け、内容及び額について審査し、申請内容が要件を満たしている場

合、支給決定した金額について口座振替により支給する。 

⑷ 申請期間  令和７年８月１８日（月）～１０月９日（木）【予定】（※） 

 （※）委託事業者との協議により上記期間が変更となる場合がある。 

⑸ 留意事項  申請は事業者単位とし、１事業者につき１申請とする（複数の施設

を運営する場合はまとめて申請する）。なお、事業者には法人及び個人

事業主を含む。 

※ 詳細は、別途要綱等で定める。 

 

５ 業務の内容 

  令和７年度 医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金（以下「応援金」と

いう。）の支給等に係る以下の業務を実施すること。 

   ＜事業スキーム＞ 

   （契約締結後） 

    ①委託費前金払請求（事務局→県） ※必要と認められる場合 

    ②委託費前金払い（県→事務局） ※①に同じ 

    ③申請書類作成（事業者） 

    ④申請書類提出（事業者→事務局） 
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    ⑤申請書類審査、支給データ作成（事務局） 

    ⑥申請書類、支給データ提出（事務局→県） 

    ⑦応援金支給決定（県） 

    ⑧応援金支給決定通知（事務局→事業者） 

    ⑨応援金支払い（県→事業者） 

    ⑩実績報告書等提出（事務局→県） 

 

 ⑴ 事務局の設置及び運営 

  ア 本業務を実施する事務局を県内に設置し、業務を行う人員を確保すること。また、事

務局には総括責任者を配置することとし、各業務で部門分けする場合は各部門にも責任

者を配置すること。 

  イ 常に委託者と連絡が取れる体制にすること。 

  ウ 外部からの問い合わせに対し、対応した記録を作成し、必要に応じて県に報告するこ

と。 

  エ 人員配置に当たっては、事務量の多寡を考慮した配置計画としつつ、申請の急増等に

対応できる体制とすること。 

  オ 事務局会場については、受託者が確保すること。 

  カ 事務局の運営に必要な専用の電話回線について、審査業務における申請者との電話連

絡等が円滑に進むように必要な数の電話回線を確保すること。 

  キ 事務局運営においては、十分な個人情報漏洩防止対策や情報セキュリティ対策を講じ

ること（コールセンター及び審査業務も同じ）。 

  ク 本業務専用の口座を開設し、応援金の支給が完了するまで適切に管理すること。また、

口座の出納状況及び残高は、適宜報告可能な状況にしておくこと。 

 ⑵ 問合せ窓口（コールセンター）の設置及び運営 

  ア 申請に関する問合せに対応するため、問い合わせ窓口（コールセンター）を設置する

こと。なお、問合せ窓口（コールセンター）については、円滑な運営のため、事務局内

または事務局との密な連携が可能な場所に設置することが望ましい。 

  イ 問合せ窓口（コールセンター）についても、事務局会場と同様に受託者が確保するこ

と。 

   (ｱ) 設置期間：令和７年８月上旬（※）から令和７年１０月１７日（金）まで【予定】 

         （※）業務委託契約締結後、事務局体制を構築し速やかに設置 

          ※土日祝日除く 

   (ｲ) 受付時間：午前９時～午後５時 

   (ｳ) 電話回線：混雑しないよう、十分な電話回線数を確保すること 

          ※ナビダイヤルは除く 

   (ｴ) 留意事項：問合せ対応簿を作成し、委託者に日次報告を行うこと 

 ⑶ スケジュール、マニュアルの作成及び研修の開催 

  ア 事業の遂行スケジュールを作成すること。 

  イ 本事業の実施に当たって必要となる事務処理マニュアル、質問集等を作成すること。 

  ウ 関係者に対して必要に応じ研修等を開催すること。 

 ⑷ 応援金申請書類の受付 

  ア 別途定める要綱等（※）を参照し、本応援金にかかる申請様式等一式を作成・印刷し、

県から提供を受けた対象施設又は関係団体等の一覧表を基に、送付すること。 

  （※）業務委託契約締結後、施設等の区分ごとに別途県より提示する。 
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  イ 応援金申請書類は、郵送及びオンラインにより受け付けること。なお、オンライン

（電子）申請のための専用のウェブサイトやシステムを構築するとともに、このシス

テムに係るサーバーやパソコン等を整備すること。 

  ウ 申請受付簿を作成し、県へ日次報告を行うこと。 

  エ 対象者に対して申請の勧奨を行うなど、申請率の向上に向けた取組を行うこと。 

 ⑸ 応援金申請書類の審査 

  ア 別途定める要綱等（⑷のアに同じ。）に基づき、対象、要件に合致するか審査を行う

こと。 

  イ 応援金の申請書類について、書類の不備や記入不足がないか審査を行い、必要に応じ

て申請者から追加書類の提出などを求めること。 

  ウ 申請内容と証明書類を照らし合わせ、内容に誤りがないか審査を行うこと。 

  エ 重複して申請していないか、必ず確認すること。 

 ⑹ 支給データの作成及び提出 

  ア 県が指定する所定様式に、申請者情報、振込先の口座情報等を記載したリストを作成

し提出すること。 

  イ 県が提供する所定様式により、申請者情報及び県が指定する相手方登録番号等を記載

した相手方登録データを作成し提出すること。 

  ウ 県が指定する所定様式により、申請者情報、支給額を記載した取り込みデータを作成

し提出すること。 

  エ データ作成にあたり、県から不備等指摘された場合は必要に応じて申請者に照会する

など必要な対応を行い、データを作成すること。 

 ⑺ 応援金の支給等の決定通知 

  ア 県が支給を決定した場合は、申請者に支給決定通知書を郵送すること。 

  イ 県が不支給を決定した場合は、申請者に不支給決定通知書を郵送すること。 

 ⑻ 予算管理 

  ア 当委託業務に係る専用の口座を開設し適切に管理すること。 

 ⑼ 申請書の管理 

  ア 応援金支給決定後の申請書については、受理番号などを付与しファイル等により保管

管理すること。 

  イ アのファイルの内容等について、データベース化し、台帳として一元的に管理するこ

と。 

  ウ ア及びイについては、「８ 完了報告」とともに県に引き渡すこと。 

 ⑽ 広報業務 

    応援金について、広く対象者に周知するため、以下媒体等により広報を行うこと。下

記実施時期については目安とし、具体な日程等については県と協議の上実施すること。 

媒体 実施時期 内容等 

新聞広告 ８月上旬～ 山陰中央新報、中国新聞、日本海新聞、他中央５紙 

 ⑾ 本委託事業で使用したドメインの保持管理 

  ア 本委託事業で使用したドメインは、平成８年１２月３１日まで保持管理を行うこと。 

  イ 保持管理に係る経費については本委託事業費内で行うこと。 

 ⑿ その他、事業遂行のために必要な一切の業務 

 

６ 委託経費及び経理 
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 ⑴ 対象経費 

  ア 管理運営費（人件費、印刷製本費、賃借料、設備費、消耗品費、委託費） 

  イ 広報宣伝費 

  ウ その他本業務の実施に必要であると知事が認めた経費 

 ⑵ 会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分し、委託費の使途を明らかにしておくこと。 

 ⑶ 領収書等支出内容を証する経理書類を整備して、会計帳簿とともに本業務の完了した日

の属する県の会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるよう保存して

おくこと。 

 

７ 留意事項 

 ⑴ 受託者は、県と連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施すること。 

 ⑵ 本業務の遂行にあたっての再委託については、次のとおりとすること。 

  ア 受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、県

が書面によりあらかじめ承諾した場合は、その限りではない。 

  イ 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の

義務を遵守させるものとする。 

  ウ 再委託の相手方は県内に事業所を有する者とすること。ただし、設備面等から適切な

者が県内にいない場合はこの限りではない。 

 ⑶ 委託事業の実施に要した経費は、帳簿及び全ての証拠書類を備え、常に収支の状況を明

らかにし、委託事業の完了の日の属する県の会計年度の終了後５年間保存しなければなら

ない。 

 ⑷ 受託者は、業務実施過程で発生した障害や事故については、大小に関わらず県に報告し、

指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。 

 ⑸ 受託者は、委託事業の実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに県に報告して協議を行

い、その指示を受けること。 

 

８ 完了報告 

  受託者は、次の事項を記載した委託業務に係る事業完了報告書を、委託業務完了後速やか

に県に提出すること。なお、紙および電子媒体で提出すること。電子媒体の提出にあたって

は、ウイルス等のチェックを実施しておくこと。また、報告後に内容の瑕疵が発見された場

合は、県の指示に従い、必要な処理を受託者の負担において行うものとする。 

 ⑴ 委託業務の実施概要 

 ⑵ 問い合わせ記録 

 ⑶ 収支決算書（費目別内訳） 

 ⑷ 広報成果物 

 ⑸ その他必要書類 

 

９ その他 

 ⑴ この仕様書に規定するもののほか、実施にあたり疑義が生じた場合は、県と受託者双方

で協議の上決定する。 

 ⑵ 受託者は、業務を円滑に遂行するため県と連絡を密にし、必要に応じて随時打合せを行

い、助言、提案及び支援を積極的に行うこと。 

 ⑶ 本業務の実施に当たっては、関係法令、各種基準等によって行うこと。 

 ⑷ 受託者は、業務の契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させ
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てはならないこと。 

 ⑸ 全ての成果品に係る著作権及び版権は、県に帰属するものであること。なお、本契約終

了後、本成果品の使用及び第三者への提示は、県の承認を受けること。 

 ⑹ 本業務の履行の結果、受託者の責めに帰すべき理由により県に対し損害を与えた場合は、

受託者は、その賠償の責めを負うものとすること。 



【光熱費】

区分 対象施設等 申請数
見込み

救護施設
〔入所系〕
救護施設

378 3

医療機関等 病院 34

有床診療所 29

無床診療所 84 468

歯科診療所 84 240

助産所 42 43

あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師施術所

42 373

歯科技工所 42 70

高齢者福祉施設 〔入所系〕 30人未満 168

30人以上
50人未満

252

50人以上
100人未満

378

100人以上 504

グループホーム １ユニット 84

〔訪問系〕
※病院及び診療所を除く 42

〔通所系・その他〕
※病院及び診療所を除く 42

〔居宅介護支援〕 42

〔福祉用具販売・貸与〕 42

児童養護施設等 30人未満 168 1

30人以上
50人未満

252 1

50人以上
100人未満

378 4

ファミリーホーム、自立援助ホーム 84 3

〔通所系〕
児童心理治療施設 42 1

里親 9 38

保育所等 保育所等 42 159

認可外保育施設
※ベビーシッター除く

42 32

放課後児童クラブ 42 50

障がい者福祉施設 30人未満 168 4

30人以上
50人未満

252 6

50人以上
100人未満

378 9

100人以上 504 14

グループホーム １棟 84 74

〔訪問系〕 42 135

〔通所系・その他〕 42 334

薬局、公衆浴場 薬局 42 170

一般公衆浴場、その他公衆浴場 126 115

2,957

　※　市町村立（公設民営を含む）の施設を除く
　※　申請は事業者単位とし、１事業者につき１申請とする。

547

支給額　（千円）

基準額　84 ＋ 17／床
※救急加算あり

基準額　84 ＋ 17／床

〔入所系〕
乳児院、児童養護施設、児童心理治療
施設、母子生活支援施設

〔入所系〕
施設入所支援、障害児福祉施設等（福
祉型）、障害児入所施設等（医療型）
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【食材料費】

区分 対象施設等
申請数
見込み

救護施設 救護施設 10,500×定員数 3

医療機関 病院、有床診療所 8,800×病床数 63

介護施設 入所施設 10,500×定員数 341

児童養護施設等 入所施設 10,500×定員数 8

里親 10,500×定員数 38

障がい福祉施設 入所施設 10,500×定員数 27

480

　※　市町村立（公設民営を含む）の施設を除く
　※　申請は事業者単位とし、１事業者につき１申請とする。

支給額　（円）
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